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公布された教育委員会規則のあらまし
 

◆北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則（教育委員会規則第５号） 
１　趣旨 
　　北海道教育庁等の組織機構改正を行うため、この教育委員会規則を制定することとした。 
２　内容 
　(1) 北海道教育庁の本庁及び出先機関の組織に関し、次のとおり改めることとした（第１条

関係）。 
　　ア　教育政策課に設置していた組織力向上推進室を廃止し、総務課に新たに組織・内部統

 　制室を設置することとした。
 　　 イ　高校教育課に新たに高校改革推進室を設置することとした。

 　　 ウ　関係する課の所掌事務を整理することとした。
 　　 エ　本庁及び教育局に置かれる職員の職を整備することとした。

 　(2) 北海道立教育研究所に置かれる職員の職を整備することとした（第２条関係）。 
３　施行期日 
　　この教育委員会規則は、令和７年４月１日から施行することとした（附則関係）。 
◆北海道教育職員免許状再授与審査会規則（教育委員会規則第６号） 

１　趣旨 
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57号。以下

「法」という。）が制定され、法の趣旨としては、特定免許状失効者等（児童生徒性暴力等
を理由に教育職員免許状が失効又は取上げとなった者）が、教壇に戻ってくるという事態は
あってはならないことであり、免許状の再授与の審査に当たっては、都道府県教育委員会に
設置する都道府県教育職員免許状再授与審査会（以下「審査会」という。）の意見を踏まえ、
加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして、総合的
に判断することが求められるとされたことに伴い、法の規定に基づき審査会の組織及び運営
に関して必要な事項を定めるため、この教育委員会規則を制定することとした。 

 ２　内容
　(1) 審査会は、委員５人以内で組織することとした（第２条関係）。 
　(2) 委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者その他北海道教育委員会が適当
　と認める者のうちから任命することとした（第２条関係）。 

　(3) 審査会の会議は、会長が招集し、非公開で行うこととした（第３条関係）。 
　(4) 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととした（第４条関係）。 
　(5) 審査会の庶務は、教職員局教職員課において処理することとした（第５条関係）。 
　(6) この教育委員会規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審
　査会に諮って定めることとした（第６条関係）。 

３　施行期日 
　　この教育委員会規則は、公布の日から施行することとした（附則関係）。
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教 育 委 員 会 規 則 

　北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。 
　　令和７年３月31日 

北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明　 
北海道教育委員会規則第５号 
　　　北海道教育庁組織規則等の一部を改正する教育委員会規則 
　（北海道教育庁組織規則の一部改正） 
第１条　北海道教育庁組織規則（昭和46年北海道教育委員会規則第11号）の一部を次のよう

に改正する。 
第11条の見出し中「分課」を「分課等」に改め、同条第２項中「教育政策課」を「総務

課」に、「組織力向上推進室」を「組織・内部統制室」に改める。 
　第12条第１項第５号中「（教育政策課の所掌に属するものを除く。）」を削り、同項第10
号中「道立学校」を「所管行政」に改め、「（他の本庁の課（以下「他課」という。）の所
掌に属するものを除く。）」を削り、同項第23号を第24号とし、第22号の次に次の１号を
加える。 

　　(23) 行政改革に関すること（他の本庁の課（以下「他課」という。）の所掌に属するも
　　　のを除く。）。 

　第12条第２項の次に次の１項を加える。 
　３　総務課組織・内部統制室においては、総務課の所掌事務のうち、次の事務をつかさど
　　る。 
　　(1) 事務局及び道立学校以外の所管機関の内部組織、職員の定数及び事務管理に関する
　　　こと。 
　　(2) 所管行政の事務能率の増進に関すること。 
　　(3) 行政改革に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 

　第14条第１項第10号及び第11号を削り、同条第２項を削る。 
　第18条の見出し中「分課」を「分課等」に改め、同条第２項を第３項とし、第１項の次
に次の１項を加える。 

　２　高校教育課に高校改革推進室を置く。 
第19条第１項第４号ア中「第５号、第８号及び第21号」を「第５号及び第８号」に改め、

　同条第２項中「担当課長は」を「高校改革推進室においては」に改め、同項に次の２号を
 　加える。

　　(8) 公立の高等学校教育の改善の推進についての調査、企画及び調整に関すること（他
　　　課の所掌に属するものを除く。）。 

(9) 遠隔授業の配信機能の集中化に関すること。 
　第28条第１項第３号中「以下この条において同じ。」を削り、同条第２項を削る。 

 　第37条第１項第１号の表中
　「                                                                             
 課 主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
 課に置くセン 主事 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 ター 事項の指導に関する事務を処理する。  
  指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、  

を
 

  学習指導その他学校教育に関する専門的  
  事項の指導に関する事務に従事する。  
  社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員

主事 門的技術的な助言と指導を与える。
                                                                              

」
 

　
「

                                                                            
課 教育専門 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
課に置くセン 員 学習指導その他学校教育に関する専門的  
ター 事項の指導に関する事務を処理するとと  

もに、指導主事等の育成等に関する事務  
に従事する。  

主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、  
主事 学習指導その他学校教育に関する専門的  に 

事項の指導に関する事務を処理する。  
指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、  
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学習指導その他学校教育に関する専門的  
事項の指導に関する事務に従事する。  

社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員  
主事 門的技術的な助言と指導を与える。

」
 
　改め、同項第２号の表中 

　「                                                                             
 教育支援課 主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
 主事 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務を処理する。  
 指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、

 を
 

 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務に従事する。  
 社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員  

主事 門的技術的な助言と指導を与える。
                                                                              」 
　「                                                                            

 
 教育支援課 教育専門 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
 員 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務を処理するとと  
 もに、指導主事等の育成等に関する事務  
 に従事する。  
 主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、  
 主事 学習指導その他学校教育に関する専門的  に 
 事項の指導に関する事務を処理する。  
 指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、  
 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務に従事する。  
 社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員

主事 門的技術的な助言と指導を与える。
                                                                              」

 
 　改め、同項第３号の表中

　「                                                                             
 教育支援課 主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
 主事 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務を処理する。  
 指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、

 を
 

 学習指導その他学校教育に関する専門的  
 事項の指導に関する事務に従事する。  
 社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員  

主事 門的技術的な助言と指導を与える。
                                                                              」

 
　「                                                                           

教育支援課 教育専門 上司の命を受け、学校における教育課程、 指導主事  
員 学習指導その他学校教育に関する専門的   

事項の指導に関する事務を処理するとと   
もに、指導主事等の育成等に関する事務   
に従事する。    

主任指導 上司の命を受け、学校における教育課程、   
主事 学習指導その他学校教育に関する専門的   に 

事項の指導に関する事務を処理する。   
指導主事 上司の命を受け、学校における教育課程、   

学習指導その他学校教育に関する専門的   
事項の指導に関する事務に従事する。  

社会教育 上司の命を受け、社会教育を行う者に専 事務職員
主事 門的技術的な助言と指導を与える。

                                                                              」
 

 　改める。
 　（北海道立教育研究所管理規則の一部改正）
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第２条　北海道立教育研究所管理規則（昭和44年北海道教育委員会規則第20号）の一部を次 
　のように改正する。 

 　　第２条第１項の表部の部主査の項の次に次のように加える。
 教育専門 上司の命を受け、教育に関する調査研
 員 究及び研修に関する事務を処理すると
 ともに、研究研修主事の育成等に関す
 る事務に従事する。

 　　第２条第１項の表課の部主査の項の次に次のように加える。
 教育専門 上司の命を受け、教育に関する調査研
 員 究及び研修に関する事務を処理すると

ともに、研究研修主事の育成等に関す
る事務に従事する。

 　　同項の備考中「主査」の次に「、教育専門員」を加える。
　　　附　則 
　この教育委員会規則は、令和７年４月１日から施行する。 

　北海道教育職員免許状再授与審査会規則をここに公布する。 
　　令和７年３月31日 

北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明　 
北海道教育委員会規則第６号 
　　　北海道教育職員免許状再授与審査会規則 
 （趣旨） 

第１条　この教育委員会規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
施行規則（令和４年文部科学省令第５号。以下「施行規則」という。）第６条の規定に基
づき、北海道教育職員免許状再授与審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に
関し必要な事項を定めるものとする。 
（組織） 

第２条　審査会は、委員５人以内で組織する。 
２　施行規則第３条第１項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 
 （1）医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者 
 （2）その他北海道教育委員会が適当と認める者 

（会議） 
第３条　審査会の会議は、会長が招集する。 
２　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 
３　議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。 
４　審査会の会議は、非公開で行うものとする。 

（守秘義務） 
第４条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 
（庶務） 

第５条　審査会の庶務は、教職員局教職員課において処理する。 
（委任） 

第６条　この教育委員会規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長
が審査会に諮って定める。 

附　則 
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 

教 育 委 員 会 訓 令 

北海道教育委員会訓令第１号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁　中　一　般　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　管　機　関　　 
　北海道教育庁考査監設置規程を廃止する教育委員会訓令を次のように定める。 
　　令和７年３月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明　 
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　　　北海道教育庁考査監設置規程を廃止する教育委員会訓令 
　北海道教育庁考査監設置規程（平成９年北海道教育委員会訓令第１号）は、廃止する。 
　　　附　則 

 　この教育委員会訓令は、令和７年４月１日から施行する。

共　　同　　訓　　令 

北 海 道 
北海道教育委員会訓令第１号 
北海道警察本部 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁 中 一 般 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　　　　　局 
　消費生活安定会議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
　　令和７年３月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北 海 道 知 事　鈴　木　直　道 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北 海 道 警 察 本 部 長　伊　藤　泰　充 
　　　消費生活安定会議規程の一部を改正する訓令 
　消費生活安定会議規程（昭和50年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部訓令第２号）

 の一部を次のように改正する。
　第３条第４項中「食の安全推進監」を「食の安全・みどりの農業推進監」に改める。 
　第６条第４項中「環境生活部くらし安全局消費者安全課長」を「環境生活部くらし安全局
消費生活課長」に改める。 
　第７条中「環境生活部くらし安全局消費者安全課」を「環境生活部くらし安全局消費生活
課」に改める。 
　　　附　則 
　この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

教　育　長　訓　令 

北海道教育委員会教育長訓令第４号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁　中　一　般　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　管　機　関　 
　機構改正に伴う関係教育長訓令の整理に関する教育長訓令を次のように定める。 
　　令和７年３月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明　 
　　　機構改正に伴う関係教育長訓令の整理に関する教育長訓令 
　（教育庁分課事務分掌規程の一部改正） 
第１条　教育庁分課事務分掌規程（昭和48年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部を 
　次のように改正する。 
　　別表第１総務政策局の部総務課の項を次のように改める。 
 総務課 課長補佐 ４人とする。 
  主幹  
  総務係 総括主査を含む。
  予算係 
  人事係 
  会計指導係
 （担当課長） 課長補佐 ３人とする。
  主幹 
  法制係 
  訟務係 
  職員公務管理係
 （組織・内部統制室） 課長補佐 
 組織・内部統制係

 　　別表第１総務政策局の部教育政策課の項を次のように改める。
教育政策課 課長補佐 ３人とする。
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 政策企画・教育計画係 総括主査を含む。
 定数政策係 
 広報広聴係
　　別表第１学校教育局の部高校教育課の項を次のように改める。 
 高校教育課 課長補佐 ４人とする。 
  主幹 ４人とする。 
  高校予算係 総括主査を含む。
  高校教育指導係 
  キャリア教育指導係 
  国際交流係
 （高校改革推進室） 課長補佐 ３人とする。
 高校企画・支援係 
 高校配置係 
 学校制度係
　　別表第１ＩＣＴ教育推進局の部ＩＣＴ教育推進課の項を次のように改める。 
 ＩＣＴ教育推進課 課長補佐 ２人とする。 
 ＩＣＴ環境支援係 総括主査を含む。
 ＩＣＴ教育指導係
　　別表第２教育支援課の部を次のように改める。 
 教育支援課 教育支援係  
 主査 研修担当（日高、檜山、
  留萌、宗谷及び根室の教
  育局を除く。） 
 主査 地学協働担当（日高、檜
  山、留萌、宗谷及び根室
  の教育局を除く。） 
 主査 研修・地学協働担当（日
  高、檜山、留萌、宗谷及
  び根室の教育局に限る。） 
 学校教育指導班  
 教育専門員 空知、後志、胆振及びオ

 ホーツクの教育局に限る。
社会教育指導班

　（北海道教育庁職員服務規程の一部改正） 
第２条　北海道教育庁職員服務規程（昭和45年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部
　を次のように改正する。 
　　別表中「担当課長、センター長」を「担当課長、室長、センター長」に改める。 
　　　附　則 
　この教育長訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
 

告　　　　　　　示

北海道教育委員会告示第22号 
　令和８年度（2026年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査を次の要領によ
り行う。 
　　令和７年３月31日 

 北海道教育委員会教育長　中　島　俊　明　
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